
1０２０１６．１ 広報なかの

　
12
月
市
議
会
定
例
会
が
、
11
月

27
日
か
ら
12
月
17
日
ま
で
、
21
日

間
の
会
期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
議
会
で
は
、
条
例
案
14

件
、
予
算
案
６
件
、
事
件
案
４
件

の
合
わ
せ
て
24
件
が
審
議
さ
れ
、

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
ま
た
、
議
員
提
案
に
よ
る
意
見

書
な
ど
に
つ
い
て
も
審
議
さ
れ
ま

し
た
。

　
主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

補 

正 

予 

算

12
月
市
議
会
定
例
会
報
告

「
中
野
市
行
政
手
続
に
お
け
る 

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律 

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る

条
例
」
の
制
定

　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

い
、
個
人
番
号
の
利
用
お
よ
び
特

定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
本
条

例
を
制
定
し
ま
し
た
。

「
中
野
市
特
別
会
計
条
例
」
の
一

部
改
正

　

中
野
市
が
実
施
す
る
下
水
道
事

業
に
つ
い
て
地
方
公
営
企
業
法
の

財
務
規
定
等
を
適
用
し
、
同
法
第

17
条
の
規
定
に
よ
る
特
別
会
計
を

設
置
す
る
た
め
、
下
水
道
事
業 

お
よ
び
農
業
集
落
排
水
事
業
の
特

別
会
計
を
廃
止
す
る
た
め
、
所
要

の
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

「
中
野
市
市
税
条
例
」
等
の
一
部

改
正

　

市
税
の
う
ち
市
民
税
、
固
定
資

産
税
、
軽
自
動
車
税
お
よ
び
特
別

土
地
保
有
税
の
減
免
の
申
請
期
限

を
納
期
限
前
７
日
ま
で
か
ら
納
期

限
ま
で
に
延
長
す
る
と
と
も
に
、

行
政
不
服
審
査
法
の
全
部
改
正
に

よ
り
行
政
不
服
審
査
制
度
に
お
け

る
不
服
申
立
て
の
手
続
が
審
査
請

求
に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う

用
語
の
整
理
な
ど
、
所
要
の
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

「
中
野
市
介
護
予
防
拠
点
施
設
条

例
」
の
一
部
改
正

　

介
護
予
防
拠
点
施
設
（
中
野
市

さ
ん
さ
ん
館
）
に
つ
い
て
、
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も

に
、
施
設
の
使
用
対
象
者
を
高
齢

者
だ
け
で
な
く
障
が
い
者
に
も
拡

大
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
し
た
。

「
中
野
市
保
育
所
条
例
」
の
一
部

改
正

　

施
設
の
老
朽
化
に
伴
い
改
築
す

る
み
な
み
保
育
園
の
位
置
に
つ
い

て
、
仮
園
舎
と
し
て
使
用
す
る
旧

み
よ
し
保
育
園
の
位
置
に
変
更
す

る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い
ま

し
た
。

「
中
野
市
商
工
業
振
興
条
例
」
の

一
部
改
正

　

中
小
企
業
信
用
保
険
法
が
改
正

さ
れ
、
中
小
規
模
の
特
定
非
営
利

活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
が
信

用
保
証
制
度
お
よ
び
長
野
県
中
小

企
業
融
資
制
度
資
金
の
対
象
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
市
の
中
小

企
業
融
資
制
度
に
お
い
て
も
対
象

と
す
る
と
と
も
に
、
小
規
模
企
業

者
に
つ
い
て
、
融
資
の
あ
っ
せ
ん

な
ど
の
助
成
の
対
象
と
し
て
明
記

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
い

ま
し
た
。

条
　
例

《
一
般
会
計
（
第
３
号
）》　

　

平
成
27
年
度
の
一
般
会
計
予
算

に
１
億
４
３
３
４
万
余
円
を
追

加
し
、
補
正
後
の
予
算
総
額
を

２
０
３
億
７
０
６
７
万
余
円
と
し

た
ほ
か
、
新
庁
舎
建
設
整
備
に
係

る
債
務
負
担
行
為
を
追
加
し
ま
し

た
。
主
な
歳
出
の
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

〈
総
務
費
〉

●
防
災
施
設
維
持
整
備
事
業
費

で
、
多
目
的
防
災
広
場
整
備
工

事
実
施
設
計
業
務
委
託
料
等
を

１
０
６
０
万
円
の
増
額

〈
政
策
推
進
事
業
費
〉

●
ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
大
幅
な
増

加
に
伴
い
、
ふ
る
さ
と
振
興
基

金
積
立
金
を
１
億
５
６
０
０
万

円
の
増
額

●
ふ
る
さ
と
寄
附
金
を
お
寄
せ
い

た
だ
い
た
寄
附
者
の
皆
様
へ
の

謝
礼
等
と
し
て
、
故
郷
の
ふ

る
さ
と
情
報
発
信
事
業
費
を

５
４
８
７
万
円
の
増
額

〈
民
生
費
〉

●
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
繰
出

金
を
１
４
６
９
万
余
円
の
減
額

●
幼
児
教
育
振
興
事
業
費
で
、
多

子
世
帯
保
育
料
軽
減
事
業
補
助

金
と
し
て
８６
万
余
円
の
増
額

〈
衛
生
費
〉

●
北
信
保
健
衛
生
施
設
組
合
負

担
金
で
、
斎
場
事
業
分
担
金

４
４
６
１
万
余
円
の
減
額
お
よ

び
、
一
般
・
じ
ん
芥
・
し
尿
事

業
分
担
金
２
１
３
３
万
余
円
の

減
額

〈
農
林
水
産
業
費
〉

●
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
事

業
費
で
、
経
営
転
換
協
力
補

助
金
お
よ
び
耕
作
者
集
積
協
力

補
助
金
と
し
て
１
５
９
万
余
円

の
増
額

〈
土
木
費
〉

●
道
路
橋
梁
維
持
事
業
費
で
、

道
路
等
修
繕
工
事
費
と
し
て

４
７
０
万
円
の
増
額

指
定
管
理
者
の
指
定

基
本
構
想
の
議
決

 

第
２
次
中
野
市
総
合
計
画
基
本

構
想
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を

得
ま
し
た
。

　

中
野
市
さ
ん
さ
ん
館
・
中
野
市

民
体
育
館
ほ
か
16
施
設
・
一
本
木

公
園
ほ
か
２
施
設
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決

を
得
ま
し
た
。
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選挙を考える
連載企画

選挙管理委員会事務局 ☎（２２）２１１１(内線３２４)問

 今年の夏に行われる予定の参議院議員通常選挙に向け、
中野市の投票率の推移や選挙執行状況などをご覧いただ
き、選挙に対する関心を高めていただくため、選挙に関す
る情報を随時掲載していきます。

～第４回～

選
挙
は
、
あ
な
た
自
身
、

家
族
、
地
域
の
将
来
を
決

め
る
大
切
な
こ
と

　

今
回
は
、
選
挙
に
関
す
る
基
礎

知
識
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
で
ご
紹

介
し
ま
す
。

Ａ　

私
た
ち
の
生
活
や
社
会
を
よ

く
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
の

意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
て
く

れ
る
代
表
者
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
代
表
者
を
決
め
る
の
が

「
選
挙
」
で
す
。

　
　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
代
表
者

が
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
一
部
の
代
表
と
し
て
で
は

な
く
、
全
て
の
国
民
や
住
民
の

た
め
に
政
治
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

Ａ　

民
主
政
治
の
大
原
則
で
あ
る

多
数
決
は
、
人
々
の
意
見
を
集

約
し
、
決
定
す
る
際
に
用
い
る

方
法
で
す
。

　
　

よ
り
多
く
の
支
持
を
得
た
者

を
代
表
者
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
政
治
の
安
定
化

を
図
り
ま
す
。

Ａ　
「
選
挙
」
と
は
、
私
た
ち
の

代
表
を
選
び
私
た
ち
の
意
見
を

「
政
治
」
に
反
映
さ
せ
る
た
め

の
も
の
で
す
。そ
の
た
め
に
も
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が「
政
治
」

に
関
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
、「
選

挙
」
は
も
っ
と
身
近
な
も
の
に

な
る
と
い
え
ま
す
。

Ａ　

今
ま
で
お
読
み
い
た
だ
い
た

「
政
治
」
を
「
市
政
」
に
置
き

換
え
た
内
容
に
な
り
ま
す
。

選挙の種類 国政選挙 地方選挙

国の政治
（国政）

・衆議院議員
　選挙
・参議院議員
　選挙

―

県の政治
（県政） ―

・県知事選挙
・県議会議員
　選挙

市の政治
（市政） ―

・市長選挙
・市議会議員
　選挙

Ａ　

私
た
ち
の
身
の

回
り
全
て
に
、
政
治

が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
　

例
え
ば
、
税
金
、
物
価
、
交

通
、
仕
事
、
介
護
、
ま
ち
づ
く

り
な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
全
て

が
政
治
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
政
治
を
実
行
す

る
に
は
予
算
が
必
要
で
す
。
そ

の
予
算
は
皆
さ
ん
の
税
金
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

選
挙
に
関
す
る

質
問
（
Ｑ
＆
Ａ
）

Ａ　

左
表
の
と
お
り
、
皆
さ
ん
が

共
通
し
て
意
見
を
反
映
で
き
る

選
挙
は
6
つ
で
す
。

Ｑ　

な
ぜ
選
挙
を
行
う
の
？

Ｑ　

な
ぜ
多
数
決
な
の
？

Ｑ　

政
治
と
選
挙
の
関
係
は
？

Ｑ　

市
政
の
場
合
は
ど
う
な
る
？

Ｑ　

政
治
っ
て
身
近
な
こ
と
？

Ｑ　

選
挙
で
意
見
を
反
映
さ
せ
る

チ
ャ
ン
ス
は
何
回
あ
る
の
？

※
こ
の
ほ
か
、
土
地
改
良
区
総
代

総
選
挙
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
一
部
の
地
区
の
方
の
選
挙

に
な
り
ま
す
。

Ａ　
【
国
政
選
挙
と
は
】

　
　

日
本
は
「
衆
議
院
」
と
「
参

議
院
」
の
二
院
制
で
、
一
つ
の

議
院
で
議
決
し
た
内
容
を
、
も

う
一
つ
の
議
院
で
違
う
立
場
や

角
度
か
ら
さ
ら
に
検
討
し
て
、

慎
重
に
審
議
し
ま
す
。
皆
さ
ん

は
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
議
員

を
選
挙
で
選
び
ま
す
。

Ｑ　

国
政
選
挙
と
地
方
選
挙
の

違
い
は
？

　
【
地
方
選
挙
と
は
】

　
　

地
方
自
治
は
、
議
決
機
関
と

し
て
の
「
議
会
」
と
、
執
行
機

関
と
し
て
の
「
首
長
」（
知
事

や
市
町
村
長
）
か
ら
成
り
立
っ

て
お
り
、　

そ
れ
ぞ
れ
の
代
表

者
を
選
挙
で
選
ん
で
い
ま
す
。

　
　

ま
た
、
両
者
は
仕
事
を
分
け

合
っ
て
い
て
、
互
い
に
け
ん
制

す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
首
長
が
提
出
す

る
予
算
や
条
例
な
ど
の
提
案
を

議
会
は
調
査
を
し
、
議
決
し
て

初
め
て
執
行
で
き
ま
す
。

Ｑ　

選
挙
の
こ
と
は
分
か
っ
た

け
ど
、誰
を
選
べ
ば
い
い
の
？

Ａ　

身
の
回
り
に
関
わ
っ
て
い
る

政
治
に
注
目
し
て
い
る
と
、
新

聞
や
テ
レ
ビ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、
街
頭
演
説
、
講
演
会
、
選

挙
公
報
な
ど
で
自
然
と
情
報
が

入
っ
て
き
ま
す
。

　

自
身
の
将
来
の
た
め
、
地
域
の

将
来
の
た
め
に
皆
さ
ん
の
声
を
投

票
と
い
う
形
で
表
現
し
て
く
だ
さ
い
。

※
次
回
は
選
挙
に
関
す
る
ま
め
知

識
を
掲
載
予
定
で
す
。


